
第8期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価結果一覧表

※「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き（平成30年7月30日厚生労働省老健局介護保険計画課）」の自己評価シートをもとに作成

区分 現状と課題 第8期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 課題と対応策

碧南市 ②給付適正化

介護保険サービスの利用は高齢化
及び要介護認定者等の増加ととも
に年々拡大し、その給付費は現在
年間約４６億円を超えるところま
で上昇している。サービスの質・
量の向上を図ることを前提としつ
つ、適切なサービスの提供を行
い、信頼される介護保険事業の運
営が求められている。そのため適
正な給付が行われているか点検す
ることが保険者としても重要であ
る。

利用者全員への介護給付費通
知発送
　

介護サービス利用者に対して、年３回
(１２月分)、サービス利用状況を通知
し、給付費用の再認識と適正利用の
意識づけを図るとともに、事業者に対
する介護報酬の不正請求の防止を図
ります。

令和４年１月から４月利用分　令和４年６月発送　 2,765件
令和４年５月から８月利用分　令和４年１０月発送　2,760件
令和４年９月から１２月利用分　令和５年２月発送　2,789件　計8,314件
令和４年度は３回、介護サービス利用者全員に対して給付費通知を発送し
た。現状送付率は１００パーセントを達成している。

◎

給付費通知が送られてきた方から、通知の見方や何をするため
の通知かがわからず問い合わせを受けることが多かった。他市
の事例を参考に、令和４年度からは説明文書を同封し、利用者
に給付費通知の内容をさらに理解してもらえるよう対応した。
不正請求の発見につながったケースは今のところないが、請求
誤りが発覚した事案はあり、一定の適正化の効果はあると感じ
ている。不正請求については、発見というよりは抑止力の効果が
高いと思われるが、効果が見えずらい。紙代や郵送料など年間
１００万円弱の予算を計上しているため、費用対効果を検証しな
がら、今後の実施について検討する必要がある。。

碧南市 ②給付適正化

介護保険サービスの利用は
高齢化及び要介護認定者等
の増加とともに年々拡大し、
その給付費は現在年間約４６
億円を超えるところまで上昇
している。サービスの質・量の
向上を図ることを前提としつ
つ、適切なサービスの提供を
行い、信頼される介護保険事
業の運営が求められている。
住宅改修や福祉用具の購
入・貸与についても受給者の
身体の状況にそぐわない不
適切な改修工事や福祉用具
の購入等が行われないよう
に、住宅環境等を保険者も現
場で確認することが重要であ
る。

住宅改修福祉用具等実態調査

〇住宅改修実態調査
　　市の補助金（市単独補助）の対象となる住
宅改修については、事前事後の現場確認を
担当者及び理学療法士が行います。また、
新規で受領委任払登録のあった業者の初回
工事においては、適正化の観点から介護保
険制度の趣旨に基づいた工事をしているか
確認をするため、事前事後の現場確認を行
います。
目標値　年３０件

〇福祉用具貸与・購入支援
　　　福祉用具貸与及び購入に関しては利用
者の担当ケアマネ等より相談のあったことに
関し、高齢介護課所属の理学療法士が実際
に利用者宅へ行き、本人の身体状況や住宅
環境を確認した上で、必要性の有無や助言
をケアマネに行っています。また福祉用具貸
与については、介護給付適正化システムを
活用して確認を行い、疑義があればケアマネ
に確認を行います。
目標値　年８５件

住宅改修・・・・・・・・・事前事後の現場確認を行う。
福祉用具購入及び貸与・・・ケアマネ等からの相談に基づき、現場確認を行
う。また、福祉用具貸与については、国民健康保険団体連合会の介護給付
適正化システムの帳票を活用して、適正化の確認を行う。

＜令和４年度実績＞
【現地確認件数】
住宅改修・・・・・・・・・３５件
（補助金併用３４件　受領委任払新規事業者１件）
福祉用具購入及び貸与・・・購入　６件　貸与２５件
【適正化確認件数】
福祉用具貸与・・・・・・・２５件

○

市の補助金の対象となる住宅改修について現場調査を行う取扱
いとしている。件数としては年間３０件ほどであり、これはおおよ
そ年間の介護保険を適用した住宅改修申請件数の１５％くらい
である。令和３年度からは新規で受領委任払登録申請のあった
施工業者の事案については、初回分は必ず現場調査を行うこと
とした。また、県が給付適正化計画にて努力目標として定めてい
る「福祉用具購入等や住宅改修の点検時に専門職が関与する
体制構築」については、本市は理学療法士と共に現場調査に
行ってケアマネへの支援、助言や確認作業を行う体制をとってお
り適正化に努めている。
ただし、住宅改修については、改修工事後の確認で完結してお
り、ケアプランの中での位置づけや自立支援への効果測定など
が行われていない。今後、一定の対象者（市の補助金対象者な
ど）の住宅改修に対し、ケアプランの提出の依頼や、住宅改修後
の対象者の実態の確認を行うなどのモニタリングの仕組みを確
立し、自立支援に資する住宅改修となるよう支援していくことを計
画している。

１健康保持と介護予防の推進
（１）筋トレルーム60運営事業
　　介護予防トレーニングマシンを利用して、
運動機能を中心とした生活機能の維持・向上
を図るため、筋トレルーム６０運営事業を行
います。
　　【今後の方向性】継続的に実施し、新規・
継続利用者が増加するような運営を行いま
す。
 目標値23,000人
２自立支援と重度化防止の推進
（１）多職種合同カンファレンスの実施
　　高齢者の自立支援と重度化防止等の観
点から、医療・介護などの専門職による生活
モデルに基づくディスカッションを実施してい
ます。
　　【今後の方向性】多職種合同カンファレン
スを通して、自立支援型ケアマネジメントの標
準化、多職種の視点による重度化防止、ケア
の質の向上に取り組みます。
 　目標値24回
３地域包括支援センターの機能強化
（１）総合相談支援業務
　　高齢者が住み慣れた地域で安心して生活
を継続していくために必要な支援を把握し、
適切なサービス、関係機関及び制度の利用
につなげるなどの支援をしています。
　　【今後の方向性】高齢者の総合相談窓口
として周知に努め、相談しやすい体制づくり
に取り組みます。3つの地域包括支援セン
ターと市役所での高齢者の総合相談窓口の
充実を図ります。
 目標値3,000人

１健康保持と介護予防の推進
（１）筋トレルーム60運営事業
２自立支援と重度化防止の推進
（１）多職種合同カンファレンスの
実施
３地域包括支援センターの機能
強化
（１）総合相談支援業務

高齢者数
・高齢者は令和22年には20,000人を超える。
20年間で2,800人増加。
・高齢化率は令和元年で23.4％。高齢化率は
西三河6市では西尾市に次ぎ高く、後期高齢者
率51.3％で最も高い。
世帯状況
・独居率は7.4％で年々増加しており、西三河
6市で最も高率である。(平成27年度)
介護認定･利用状況
・要介護認定率は令和元年度で15.6％であ
り、県平均、国平均より低い。認定状況をみ
ると要支援２の割合が全国と比べると高い。
人数で見ると要介護1が最も多く、要介護５が
少ない。
・軽度認定者も割合は令和元年度で66.5％で
重度認定者より若干多くなっている。
・給付費は年々伸びており、居宅サービス給
付費水準は訪問系は国・県より低く、通所系
サービスは高い。第一号被保険者当たりの給
付額は通所介護、通所リハビリテーションが
多い。
・介護認定者の要介護状態になった原因は認
知症、脳血管疾患、筋骨格系疾患の順であ
る。
・在宅医療を利用して自宅での生活の継続を
希望している人の割合は67.9％である。
一般高齢者の状況
・フレイル有症者割合は14.5％で3年前の調査
時より1.4％減少。
・強みである指標は、「幸福感が高い」、
「助け合いがやや高い」である。
・課題がある指標は「30分以上歩く人の割合
がやや低い」、「認知機能低下者割合」であ
る。
・地区毎では「認知機能低下者割合」が多い
のは大浜、「幸福感が高い割合」が低いのは
西端、「うつ割合が多い」のは新川である。

①自立支援・介
護予防・重度化

防止
碧南市

１筋トレルーム60運営事業
　目標値23,000人　実績値27,517人　達成率119％
令和4年度は依然として新型コロナ禍でありながら感染対策を講じながら実
施した。延べ利用者数は目標より２割多い利用者数であった。筋トレルーム
利用者150人の運動機能評価を実施した。その結果、事前事後評価を比較
すると主観的健康観は顕著に上がっている。筋トレルームの実施場所によ
り前後評価に差があるのが現状である。
２多職種合同カンファレンスの実施
　目標値24回　実績値24回　達成率100％
自立支援型カンファレンスとして実施。
ＩＣＦ概念を取り入れてケースをまとめ自立支援に向けた取り組みを意識し
ている。
　検討した事例をまとめ地域課題や「あったらいいな資源」を検討している。
３総合相談支援業務
　目標値3,000人　実績値3,879人　達成率129％
令和3年度から市直営の地域包括支援センターを廃止し、地域支援係が基
幹的な役割を担うこととし、センター3か所と出張所1か所、地域支援係で支
援に取り組んだ。実績は3割多い結果であった。

○

今後の対応
事業毎の実績を年度末にまとめ継続的に確認する。
地域包括支援センターと連携して介護予防、自立支援に取り組
む。
筋トレルーム利用者の機能改善状況について経年変化でデータ
を整理し、事業企画に活用する。

R4年度（年度末実績）

保険者名

第8期介護保険事業計画に記載の内容

（資料３）
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区分 現状と課題 第8期における具体的な取組
目標

（事業内容、指標等）
実施内容 自己評価 課題と対応策

R4年度（年度末実績）

保険者名

第8期介護保険事業計画に記載の内容

碧南市 ②給付適正化

介護保険サービスの利用は
高齢化及び要介護認定者等
の増加とともに年々拡大し、
その給付費は現在年間約４６
億円を超えるところまで上昇
している。サービスの質・量の
向上を図ることを前提としつ
つ、適切なサービスの提供を
行い、信頼される介護保険事
業の運営が求められている。
そのためケアプランが適正に
作成されて、適正な給付が行
われているか点検することが
保険者としても重要である。

〇居宅介護支援事業所及び地域
包括支援センターのケアプラン点
検・支援
　　ケアマネジメントの質のより一
層の向上を図るため、ケアマネジ
メントの視点を正しく踏まえ、「自
立支援に資するケアマネジメント
が行われているか」ということに
ついて着目し、事業所の介護支
援専門等とともにケアプランを検
証確認する。

毎年市内全居宅介護支援事業所及び
地域包括支援センターへの訪問し、ケ
アプランが利用者の自立支援のため
に、適切に作成されているかどうかを
確認します。
検証・確認を通じて提出された事例の
「振り返り」や「新たな気付き」のきっか
けとなり、介護支援専門員と市がとも
にレベルアップしていくことを目指す。

ケアプランを作成している居宅介護支援事業所及び地域包括支援センター
12か所を訪問し、ケアプランが利用者の自立支援のために、適切に作成さ
れているかどうかを24事例確認した。
また、ケアマネジメントのプロセスを踏まえ「自立支援」に資する適切なケア
プランとなっているか、「ケアプラン点検表」で自己評価を行った。
その結果をもとに介護支援専門員とともに検証確認しながら「自立支援に
資するケアマネジメント」とは何か考える機会とし、結果をまとめて事業所に
通知し健全なる給付の実施を支援した。

○

アセスメント過程の課題
・ＩＣＦの視点での課題分析
・課題整理総括表の活用
・ケアプランの根拠（アセスメントの活用）
・アセスメントに基づくケアマネジメント過程
・疾病管理に関する情報収集とアセスメント
・利用者及び家族の生活に対する意向に加え、それを踏まえた
課題分析の結果も記載すること

令和２年２月に実施したケアマネへの
アンケートで、介護保険サービス事業
所の整備の必要性を確認した項目に
おいて「小規模多機能型居宅介護」、
「看護小規模多機能型居宅介護」、
「定期巡回・随時対応型訪問介護看
護」など利用ニーズや在宅生活を支え
ていくのに必要性が高いと回答があっ
た事業所を第８期においては公募して
いく。

地域密着型サービス公募　１回目
　・サービス種別　小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居
宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・公募周知　　令和４年５月（ホームページ掲載、市内事業所はメール、市
外近隣事業所は郵送による）
・公募案内送付範囲　　西三河、知多地域及び蒲郡に計画対象事業所を有
する法人
・受付期間　　令和４年５月６日～５月２７日
・公募結果　　応募者なし
地域密着型サービス公募　２回目
　・サービス種別　小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居
宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・公募周知　　令和４年１０月（ホームページ掲載、市内事業所はメール、市
外近隣事業所は郵送による）
・公募案内送付範囲　　西三河、知多地域及び蒲郡に計画対象事業所を有
する法人
・受付期間　　令和４年１０月１５日～１１月８日
・公募結果　　応募者なし

１　「サービス見込量の進捗管理のための作業シート」の活用
　３月末現在で、給付費を計画値を比較すると、特に公募を実施している地
域密着型サービス及び施設サービス費については、計画値と乖離があっ
た。地域密着型サービスについては、実績が計画値を上回っているサービ
スで、公募対象となっているサービスの代替サービスとなっているものは、
訪問介護の利用実績が計画値より高かったこともあり定期巡回・随時対応
型訪問介護看護の代替での利用と捉えることができる。
また、計画値に比べ要介護認定者数が大きく増えているため、今後も給付
費に関しては増加することが予測される。

２　給付費データの分析
　利用者数では居宅サービスは概ね計画値に近い数値であった。昨年同
様居宅療養管理指導の実績が高いのは、制度の浸透が一因であると考え
られる。
　受給者１人当たりの給付費については、居宅療養管理指導が利用者の
実績に対して給付費が低いのは計画上よりも介護度の低い人の利用が多
いことが考えられる。介護医療院への転換や、公募による整備が進んでい
ないなどの特別な要因がないサービスに関しては、概ね計画値に近い実績
であった。

３　公募結果による評価
　地域密着型サービスの公募に対して、令和４年度は２度の公募を行った
が応募は無かった。引き続き、整備計画に関する情報等を広く事業所に周
知をする必要があると考えられる。

△

給付データの実績からサービスの組み合わせや利用回数等の
傾向を探り、地域密着型サービスの需要について分析、検討を
重ねていくことが課題である。
整備計画に関しては、事業所からは公募対象のサービスについ
て採算がとれるか不安であるなどの声があり、手を挙げづらいと
の話もあったので公募サービス事業に関しての情報を、もっと事
業所に周知をしていく必要がある。また、地域密着型サービス参
入法人への市の単独補助は、予算面並びに現在の事業所との
兼ね合いからも困難であることから、引き続き、県の補助メ
ニューを活用して施設整備を進めていく。

碧南市
③サービス利用

見込み

計画値と給付実績の比較の
結果、居宅介護サービスで
は、訪問型サービスが計画値
を上回り、通所型サービスが
下回る傾向となった。また地
域密着型サービスは、サービ
スによって計画値を大きく下
回り、施設サービスも計画値
を多少下回った。

１第８期事業計画に基づき、居宅
サービスについては、一人ひとり
の状態に応じたケアマネジメント
を実施する。また地域密着型
サービスについては、整備目標
に掲げた以下の３つのサービス
について重点的に取り組む。施
設サービスについては、それぞ
れの心身の状況に応じた施設
サービスを提供するとともに、利
用ニーズを踏まえ必要性を検討
していく。
１　地域密着型サービスの推進
(1) 小規模多機能型居宅介護・介
護予防小規模多機能型居宅介
護
　　在宅生活を支える上での小規
模多機能型サービスの意義は大
きいため、第７期に引き続き、公
募により新規事業所の整備を図
る。
(2) 看護小規模多機能型居宅介
護（複合型サービス）
　　医療処置が必要な方の在宅
生活を支える上での役割は大き
いため、公募により新規事業所
の整備を図る。
　(3) 定期巡回・随時対応型訪問
介護看護
　　利用ニーズの高いサービスで
あるため、第７期に引き続き、公
募により新規事業所の整備を図
る。
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